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           時事寸考             

 こんにちは、施設長・医師の吉田晴彦です。 

高額医薬品の薬価改定が話題になっています。医療保険で使

われる薬の価格は通常 2 年に 1 度改定され、次回は 2018 年度

に予定されていますが、これとは別に、使用量が想定よりも急

増して薬剤費が高額になる薬の価格を下げようということで

す。具体的には、オプジーボという薬がターゲットになってい

ます。 

オプジーボの薬価は 100 ㎎が約 73 万円で、標準的には体重

1 ㎏あたり 3㎎を 2週間に 1回点滴で投与します。 

体重 66㎏の患者さんだと 2週間で 146万円、1年 

だと約 3800 万円になります。保険適応のある疾患に 

ついては医療保険でカバーされますので、患者負担 

は最大でも月 14 万円ほどですが、残りは保険財源から出ます

ので財政を圧迫することになります。しかし、審議の上で薬価

が決まったわけですから、何故このようなことになったのでし

ょうか。この薬が 2014 年 9 月に認可された時の適応疾患は悪

性黒色腫のみで、年間 470 人に使用されると想定されました。

ところがその後、進行非小細胞肺がんと腎細胞がんが追加適応

となり、対象患者は 100倍以上になると予想されています。こ

れでは保険財政がもたないので薬価を下げようということで

すが、製薬会社側はルール違反だとして反対しています。 

オプジーボの作用機序はユニークです。T細胞という免疫細

胞が、がん細胞を攻撃しますが、がん細胞側は PD-L1という物

質を作って T細胞表面にある PD-1と結合させます。PD-1 は免

疫反応のストッパーにあたり、両者が結合すると T細胞は攻撃 

を止めてしまいます。オプジーボは PD-1に対する 

抗体で、これが PD-1に付くと PD-L1とは結合でき 

なくなり、免疫反応が持続することになります。進 

行肺癌に対する治験のデータでは、標準治療の抗癌

剤タキソテールと比べて 1 年生存率が 39％から 51％、平均生

存期間が 9.4 ヶ月から 12.2 ヶ月に改善しています。重篤な副

作用も報告されており、夢の万能薬というわけではありません

が…。 

   イベント・コンサート※内容等、変更となる場合がございます。   
◆ 11 月 12 日(土)コーラスコンサート 

【ヴィエントの皆さん】 

◆ 11 月 19 日(土)テノールコンサート 

【松尾順二さん】 

◆ 11 月 26 日(土)合唱団コンサート 

【こーる・にこっと♪の皆さん】 

◆ 11 月 27 日(日)吹奏楽団コンサート 

【ウィンドアンサンブル・エッフェの皆さん】 

      ご協力ありがとうございました       
       皆さまのご協力のもと、今年のシーダ祭も無事に 

終了いたしました。当日はお天気にも恵まれ、賑や 

かなお祭りとなりました。毎年恒例の 

バザーも、たくさんの品物を提供して 

いただいたおかげで大好評でした。 

ありがとうございました。詳細は後日また、シーダ・ 

ウォーカーにて特集させて頂きますので、是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

          面会時のお願い           
インフルエンザ流行時期のご面会時には、マスクの着用と手 

指の消毒をお願いしています。マスクはご持参い 

ただくか、お忘れの際は 1階総合案内横の販売

機でご購入をお願いします。 

なお、体調がすぐれない方のご面会は、お断りさせていただ

く場合もございますので、予めご了承ください。利用者さんの

感染症予防のため、皆様のご協力をお願いいたします。 

       栄養科より今月の一押しメニュー      

 今月の行事食は、11 月 3 日(木)の昼食に“いなり寿司＆太

巻き”をご用意します。その他にも“栗ご飯”、 

“秋野菜のカレー”、“さんまの塩焼き”などを 

予定しています。 

献立では季節感を大切にしており、11月後半から 

は内容が秋から冬に切り替わっていきます。これからだんだん

寒くなってきますので、しっかり食事を取り元気にお過ごしく

ださい。 

        Cedar Walker で法律相談               

毎回、様々なテーマで法律問題を簡単に解説していただくこ

の連載ですが、今回のテーマは… 

相続放棄について 

人が亡くなると、その人が持っていた財産はどうなるのでし

ょうか。 

人が亡くなった時に持っていた財産のことを、遺産と言いま 

す。遺産には亡くなった人が持っていた土地やお 

金が含まれますが、借金といったマイナスの財産 

も遺産に含まれます。そのため、相続では、亡く 

なった人のプラスの財産だけでなく、マイナスの 

財産も引き継いでしまうことになります。 

では、亡くなった家族が借金を負っていた場合、損をしない

ようにするためにはどうすればよいでしょうか。 

もし、亡くなった人が借金を負っていたけれども、それ以上

にたくさんの資産を持っていた場合は、問題はあまりなさそう

です。例えば、あなたが、お父さんとの 2人家族だと仮定しま

す。亡くなったお父さんが、借金 500万円と 1000万円の価値

がある土地を持っていたという場合、お父さんから引き継いだ

土地を売れば、お父さんの借金 500万円を返してもお金が手元

に残ります。 

では、亡くなったお父さんが、たくさんの借金を 

負っていた場合、どうすればよいのでしょうか。 

例えば、お父さんが亡くなった時、お父さんは借金 

を 1000万円負っていたけれども、預金は 100 万円しか 

なかった、という場合です。 

このような場合は、相続放棄という手続きをとれば解決でき

ます。相続放棄とは、亡くなった人の遺産をすべて引き継がな

い、というものです。先の事例でも、相続放棄という手続きを

取れば、亡くなったお父さんの借金を背負わずにすみます。 

ただ、相続放棄をする時には注意が必要です。相続放棄は、

いつでもできる訳ではありません。相続放棄をするためには、

お父さんが亡くなってから 3 ヶ月以内に、裁判所で手続きをす

る必要があります。また、3ヶ月以内であっても、お父さんが

亡くなった後に、お父さんの残したお金を勝手に使ってしまう

と、相続放棄できない場合があります。 

ですから、家族が亡くなった時、その人に借金があったかも

しれないという時は、すぐに弁護士に相談をしてください。 

桜丘法律事務所 弁護士 小堀 惇 

(電話)03-3780-0991 （WEB）http://www.sakuragaoka.gr.jp/ 

介護老人保健施設 シーダ・ウォーク 
〒１６７－００３４  東京都杉並区桃井３-４-９  
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シーダ・ウォークでは、各フロアで定期的

に「おやつ作り」を実施しています。今回

は今までに実施した「おやつ作り」の様子

を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は“杏仁豆腐”です。 

イチゴ、ミカン、キウイフルーツを切っていただき、 

杏仁豆腐に乗せます。 

色どりが良く、食べやすいデザートということで皆様、

『とってもおいしいわ！』と喜んでくださいました。 

長年主婦をされてきた方々も、笑顔で調理を楽しんで 

おられました。 

おやつ作りのほかに、“肉じゃが”や“お味噌汁”などの 

「おかず作り」を行うこともあります。男性の利用者さんも

『やった事がない』と言いながらも、ピーラーを使用し、集

中して野菜の皮むきを行っていました。昼食時には『美味し

い！』と、召し上がっていました。 

 

簡単に作ることができる“フルーチェ”

ですが、カットした果物を乗せてひと工

夫します。人生で初めてフルーチェを食

べたという利用者さんは、職員に熱心に

作り方などを質問していました。 

 

 

  

 

 

杏仁豆腐 ティラミス 

パンケーキ 

ブッシュ・ド・ノエル 

ワッフル 

 

どら焼き 

 

水まんじゅう 

材料 


